
仕 様 書 

１．業務名 

令和７年度 見島滞在型観光ツアープラン造成業務 

 

２．目的 

一般社団法人萩市観光協会では、特定有人国境離島地域である萩市見島地域にお

いて、観光資源を生かしながら、「一泊」したいと旅行者に思わせるような地域の

魅力の旅行商品化に取り組んでいる。 

本事業では、当該地域における滞在時間の延長と誘客促進を図るため、見島地域

における滞在型観光ツアープラン（モニターツアーを含む）を2件程度造成するこ

とを目的とする。 

※次年度以降は、造成した商品を販売し、見島の大都市圏等での認知度向上および 

滞在型観光の促進による交流人口や関係人口の増加を図ることにより、持続可能 

な地域づくりを進めていく予定としている。 

 

３．業務実施期間 

契約締結の日～令和８年３月２０日（金） 

 

４．業務内容 

（１）旅行商品造成（２件） 

見島地域における滞在時間の延長と誘客促進を図るため、見島地域の魅力を組 

み込んだ、滞在型観光ツアープランを造成すること。 

また、造成するツアーの内、１件は第172回直木賞を受賞した「藍を継ぐ海（著： 

伊与原新）」に関連したツアーとする。 

※藍を継ぐ海には、見島を舞台にした「夢化けの島」という短編小説が収録され 

ており、作品のストーリー上、見島１泊＋萩（本土）１泊の２泊３日も可とする。 

（２）モニターツアーの実施 

   ツアー参加者のツアー代金については、無料とはせず、一部代金を徴収するこ 

ととする。 

（３）課題抽出・整理及び次年度以降必要事項検討 

 

５．成果物 

受託者は、業務実施に係る実績を報告書として作成し、２部提出することとする。 

業務報告書には次の項目を含むこと。 

・委託業務の実施内容 

・旅行商品化に向けた提案（販路等）フィードバック 

※電子データも併せて提出すること。 



５．納品場所および提出期限 

納品場所：〒758-0041 山口県萩市大字江向 602 萩市観光協会 担当：世良 

提出期限：令和８年３月２０日 

 

６．支払い方法 

  業務完了後、一括払い 

 

７．成果物の帰属 

（１）本業務により作成された成果物に関する所有権、著作権（著作権法第 27 条及 

び第 28 条の権利を含む）、その他権利は発注者に帰属する。受注者は著作人格 

権を行使しないものとする。 

（２）（１）の内容にかかわらず、個々の著作物の権利の所属・利用形態について特 

別の協議が必要な場合は発注者及び受注者で別途協議のうえ、権利の所属や利用 

形態を決めるものとする。 

（３）成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正等必要な措 

置を講じること。 

 

８．その他 

（１）本仕様書に定めのない事情が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定 

する。 

（２）事業の円滑かつ効率的な進捗を図るため、関係者との間で十分な協議と密接な 

連携を図りつつ事業を実施するものとし、業務の進捗状況を逐次報告すること。 

 

 


